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主 文

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は，原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 第１事件

第１事件被告が第１事件原告に対して平成１５年７月８日付けでした別表１

記載の平成１２年２月分から平成１４年１２月分までの各月分の源泉徴収に係

る所得税の各納税告知処分（ただし，平成１３年１０月分及び平成１４年１月

分については平成１５年１１月２６日付け異議決定により一部取り消された後

のもの）及びこれに伴う不納付加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。

２ 第２事件

第２事件被告が第２事件原告に対して平成１５年６月３０日付けでした別表

２記載の平成１２年４月分から平成１４年１２月分までの各月分の源泉徴収に

係る所得税の各納税告知処分及びこれに伴う不納付加算税の各賦課決定処分を

いずれも取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告らが，その経営する各パブクラブで使用する各ホステスに対し

て，半月毎に報酬の支給額を計算して報酬を支払っていたので，当該報酬の額

から，同ホステスが欠勤や遅刻をした場合に「罰金」として差し引かれること

とされていたペナルティの額及び所得税法（昭和４０年法律第３３号）２０５

条２号，同法施行令（昭和４０年政令第９６号）３２２条の控除額として同ホ

ステスの出勤日数にかかわらず５０００円に上記半月の日数を乗じた額を差し

引いた残額に１００分の１０を乗じて計算した金額を同法２０４条１項６号，

２０５条２号の源泉徴収に係る所得税額（以下「源泉所得税額」という ）で。

あるとして納付したのに対して，被告らが，上記ペナルティは控除しつつも，
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同法２０５条２号，同法施行令３２２条の控除額は５０００円に同ホステスの

出勤日数を乗じた額にとどまるとして，原告らに対し，差額分の納税告知処分

及び不納付加算税の賦課決定処分を行ったことから，原告らが，その取消しを

求めている事案である。

１ 法令等の定め

(1) 所得税法２０４条１項６号

所得税法２０４条１項本文は，居住者に対し国内において次に掲げる報酬

若しくは料金，契約金又は賞金の支払をする者は，その支払の際，その報酬

若しくは料金，契約金又は賞金について所得税を徴収し，その徴収の日の属

する月の翌月１０日までに，これを国に納付しなければならない旨規定し，

同項６号は，当該報酬若しくは料金，契約金又は賞金の１つとして，キャバ

レー，ナイトクラブ，バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客に

ダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客

に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に

関する報酬又は料金（以下「ホステス報酬」という ）を規定している。。

(2) 所得税法２０５条２号

所得税法２０５条２号は，ホステス報酬については，その金額から政令で

定める金額を控除した残額に１００分の１０の税率を乗じて計算した金額が

上記(1)の規定により徴収すべき所得税の額である旨規定している。

(3) 所得税法施行令３２２条

所得税法施行令３２２条は，ホステス報酬について所得税法２０５条２号

に規定する政令で定める金額を 「同一人に対し１回に支払われる金額」に，

つき 「５０００円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額，

（当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法

第２８条第１項に規定する給与等の支払をする場合には，当該金額から当該

期間に係る当該給与等の額を控除した金額 」である旨規定している。）
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２ 前提事実（争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に

認められる事実）

(1) 当事者

ア 第１事件原告は，東京都杉並区α××番１５号のパブクラブ「Ｐ１」を

経営する者である。

イ 第２事件原告は，バー・キャバレー・ナイトクラブの経営等を業とする

， 。 ，株式会社であり その代表取締役は第１事件原告である 第２事件原告は

東京都武蔵野市β×番５号のパブクラブ「Ｐ２ ，東京都品川区γ××番」

７号のパブクラブ「Ｐ３」並びに川崎市δ×番１号のパブクラブ「Ｐ４」

及び「Ｐ５」を経営している。

(2) 原告らの業務内容等

ア 原告らの業務

， ， ，原告らの業務は 原告らが経営する各パブクラブにおいて 顧客に対し

接待をして遊興又は飲食をさせるものであり，原告らは，当該各パブクラ

ブにおいて接待をすることを業務とするホステスを使用している。

イ 営業日

原告らは，原則として年中無休でパブクラブを開け営業しているが，毎

年１月１日，同月２日及び１２月３１日は休業としている。

ウ ホステスの採用及び出勤状況等の管理

(ア) 原告らは，ホステスの採用に際して，原告らにおけるホステス報酬

の計算方法等を説明し，ホステスから，氏名，生年月日及び現住所地等

を記載した応募申込書を徴しており，当該申込書には，ホステスの出勤

可能な曜日及び出勤時間等の勤務方法並びに入店時の保証報酬としての

１時間当たりの金額が記載されている。

(イ) 原告らは，ホステスから提出された上記応募申込書の出勤可能な曜

日欄を目安に，各営業日の開店前までに，各ホステスに対して各当日の
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出勤の可否を電話等で確認するなどして，当日勤務するホステスの必要

， ， ，人数を確保しており ホステスの実際の出勤の有無についても 各人別

各日毎に管理している。

(ウ) 原告らは，ホステスの出勤日における同伴の有無及び指名個数等に

ついて，リスト表等を作成し，日々管理している。

エ ホステスへの報酬の支払等

(ア) 原告らは，毎月１日から１５日までの報酬をその月の２５日（この

日が土曜日，日曜日又は祝日に当たるときはこれらの日の翌日）に，１

６日から月末日までの報酬を翌月の１０日（この日が土曜日，日曜日又

は祝日に当たるときはこれらの日の翌日）に，各ホステスに対してそれ

ぞれ支払っている（なお，以下，第１事件原告がその使用する各ホステ

ス（以下「第１事件各ホステス」という ）に対して報酬を支払う集計。

期間を「第１事件各集計期間 ，第２事件原告がその使用する各ホステ」

ス（以下「第２事件各ホステス」といい，これと第１事件各ホステスと

を併せて 「本件各ホステス」という ）に対して報酬を支払う集計期間， 。

を「第２事件各集計期間」といい，これと第１事件各集計期間とを併せ

て 「本件各集計期間」という 。， 。）

(イ) 原告らは，本件各ホステスに支払うホステス報酬の額について，次

のａ「１時間当たりの報酬額」にｂ「勤務した時間数」を乗じて算出し

た額に，ｃ「手当」の額を加算して算出している。

ａ １時間当たりの報酬額

１時間当たりの報酬額は，原則として，本件各集計期間における本

件各ホステスの指名個数等の合計を実際の出勤日数で除して算出した

平均指名個数等に応じて決定される金額に精勤手当等を加えて原告ら

。 ， ，が算定する金額である なお 入店して間もないホステスについては

一定金額が１時間当たりの報酬額として保証されている。
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ｂ 勤務した時間数

前記ウ(イ)のとおり，原告らが日々管理している，本件各集計期間

のうち本件各ホステスが出勤した日におけるそれぞれの勤務時間数の

合計である。

ｃ 手当

本件各ホステスが，本件各集計期間において客との同伴出勤をした

回数に応じて支給される同伴手当が主なものである。

(ウ) 原告らは，上記(イ)で算出した報酬の額から，主に次のａないしｄ

として算出される金額を控除して支給額を算出し，当該差引支給額を

本件各ホステスに支払っている。

ａ 「税，厚生費」の額

本件各集計期間における本件各ホステスの報酬の額に１１パーセン

ト又は１２パーセントを乗じたもので，本件各ホステスの報酬に係る

源泉所得税額と厚生費の額とを併せた概算額である。

ｂ 「ペナルティ」の額

本件各ホステスが欠勤，遅刻等をした場合の「罰金」である。

ｃ 「日払い」の額

本件各ホステスからの要望に応じて勤務当日に１万円を限度として

仮払いされた金額である。

ｄ 「寮費 「水道光熱費 「スーツ代 「送り代」等の額」， 」， 」，

各項目毎に本件各ホステスが各人で負担すべき金額を原告らが支払

ったものであり，本件各ホステスの報酬の額から差し引かれる金額で

ある。

(3) 処分に至る経緯等

ア(ア) 第１事件原告は，別表３記載のとおり，前記(2)エ(イ)のとおり算

出した第１事件各ホステスの報酬の額（同別表のＡ）から，５０００円
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に第１事件各集計期間の合計日数を乗じた金額（同別表のＢ）及び前記

(2)エ(ウ)ｂの「ペナルティ」の額（同別表のＣ，以下「第１事件各ペ

ナルティ」という ）を控除し，控除後の金額（同別表のＤ）に１００。

分の１０を乗じて第１事件の各月分の源泉所得税額を算出して，その金

額に近似する額（同別表のＦ）を各法定納期限までに納付した。

(イ) 第２事件原告は，別表４記載のとおり，前記(2)エ(イ)のとおり算

出した第２事件各ホステスの報酬の額（同別表のＡ）から，５０００円

に第２事件各集計期間の合計日数を乗じた金額（同別表のＢ）及び前記

(2)エ(ウ)ｂの「ペナルティ」の額（同別表のＣ，以下「第２事件各ペ

ナルティ」といい，これと第１事件各ペナルティとを併せて 「本件各，

ペナルティ」という ）を控除し，控除後の金額（同別表のＤ）に１０。

０分の１０を乗じて第２事件の各月分の源泉所得税額を算出して，その

金額に近似する額（同別表のＦ）を各法定納期限までに納付した。

イ(ア) 第１事件被告は，第１事件各ホステスの報酬の額の計算について，

実際に出勤した日における勤務した時間数が計算の基礎とされているか

ら，実際に出勤した日がホステス報酬の支払金額の算定要素と認められ

るので，第１事件各ホステスの第１事件各集計期間中の実際の出勤日数

が所得税法施行令３２２条の「当該支払金額の計算期間の日数」に該当

することになるとして，平成１５年７月８日付けで，第１事件原告に対

し，第１事件各ホステスの報酬に係る平成１２年２月分から平成１４年

１２月分までの各月分の源泉徴収に係る所得税（以下「源泉所得税」と

いう ）について，別表１の「納税告知処分」欄の「原処分の額」欄記。

載のとおり各納税告知処分及び「賦課決定処分」欄の「原処分の額」欄

のとおり不納付加算税の賦課決定処分（以下「第１事件各不納付加算税

賦課決定処分」という ）を行った（第１事件各ペナルティを，第１事。

件各ホステスの報酬の額から控除することは認めた 。。）
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(イ) 第２事件被告は，上記(ア)と同様の理由で，平成１５年６月３０日

付けで，第２事件原告に対し，第２事件各ホステスの報酬に係る平成１

２年４月分から平成１４年１２月分までの各月分の源泉所得税につい

て 別表２の 納税告知処分 欄記載のとおり各納税告知処分 以下 第， 「 」 （ 「

２事件各納税告知処分」という ）及び「賦課決定処分」欄記載のとお。

り不納付加算税の賦課決定処分（以下「第２事件各不納付加算税賦課決

定処分」といい，これと第２事件各納税告知処分とを併せて 「第２事，

件各処分」という ）を行った（第２事件各ペナルティを，第２事件各。

ホステスの報酬の額から控除することは認めた 。。）

ウ(ア) 第１事件原告は，平成１５年８月２７日，第１事件被告に対し，上

記イ(ア)の各処分を不服として異議申立てをしたところ，第１事件被告

は，同年１１月２６日付けで，別表１の「納税告知処分」欄の「異議決

定」欄記載のとおり平成１３年１０月分及び平成１４年１月分の各納税

告知処分について各１円を取り消すとともに，その余の異議申立てをい

ずれも棄却する旨の決定を行った（なお，上記異議決定により一部取り

消された後の各納税告知処分を，以下「第１事件各納税告知処分」とい

う 。。）

(イ) 第２事件原告は，平成１５年８月２７日，第２事件被告に対し，上

記イ(イ)の第２事件各処分を不服として異議申立てをしたところ，第２

事件被告は，同年１１月２６日付けで，第２事件原告の異議申立てをい

ずれも棄却する旨の決定を行った。

エ(ア) 第１事件原告は，平成１５年１２月２６日，国税不服審判所長に対

し，上記ウ(ア)の各処分を不服として審査請求を行ったが，国税不服審

判所長は，平成１６年１０月１５日付けで，前記イ(ア)と同様の理由に

加えて，第１事件各ペナルティの額は報酬の算定要素ではなく約定に基

づく損害賠償金にすぎないから，第１事件各ホステスの報酬の額から控
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除することはできず，これを控除せずに算出した第１事件各ホステスの

報酬に係る各源泉所得税額は，別表５記載のとおり，いずれも第１事件

各納税告知処分の額を上回るなどとして，第１事件原告の審査請求をい

ずれも棄却する旨の裁決を行った。

(イ) 第２事件原告は，平成１５年１２月２６日，国税不服審判所長に対

し，上記ウ(イ)の各処分を不服として審査請求を行ったが，国税不服審

判所長は，平成１６年１０月１５日付けで，上記(ア)と同様の理由で，

第２事件各ホステスの報酬に係る各源泉所得税額は，いずれも第２事件

各納税告知処分の額を上回るなどとして，第２事件原告の審査請求をい

ずれも棄却する旨の裁決を行った。

オ そこで，平成１７年１月１４日に，第１事件原告は第１事件を，第２事

件原告は第２事件を，それぞれ提起し，第２事件は，第１事件の平成１

７年３月２９日の第１回口頭弁論期日において，同事件に併合された。

カ(ア) 第１事件各納税告知処分についての，同処分時における課税対象金

額及び第１事件原告が納付すべき源泉所得税額の計算は，別表６記載の

とおりであり，本訴における第１事件被告による課税対象金額及び第１

事件原告が納付すべき源泉所得税額の計算は，別表５記載のとおりであ

る。また，第１事件被告による国税通則法（昭和３７年法律第６６号，

以下「通則法」という ）１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端。

数を切り捨てた後の金額を基礎として算出された同法６７条１項の不納

付加算税額の計算は，別表１記載のとおりである。

(イ) 第２事件各納税告知処分についての，同処分時における課税対象金

額及び第２事件原告が納付すべき源泉所得税額の計算は，別表２記載の

とおりであり，本訴における第２事件被告による課税対象金額及び第２

事件原告が納付すべき源泉所得税額の計算は，別表７記載のとおりであ

る。また，第２事件被告による通則法１１８条３項の規定に基づき１万
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円未満の端数を切り捨てた後の金額を基礎として算出された同法６７条

１項の不納付加算税額の計算は，別表２記載のとおりである。

， 「 」(ウ) なお 所得税法施行令３２２条の 当該支払金額の計算期間の日数

を本件各集計期間のうち本件各ホステスの実際の出勤日数としつつ，本

件各ホステスの報酬の額につき本件各ペナルティの控除を認めなかった

場合の源泉所得税額の計算は，別表５及び７各記載のとおりとなる。ま

た，本件各ペナルティの控除を認めた場合の源泉所得税額の計算は，別

表６及び８各記載のとおりとなる。そして，上記「当該支払金額の計算

期間の日数」を本件各集計期間の全日数としつつ，本件各ホステスの報

酬の額につき本件各ペナルティの控除を認めた場合の源泉所得税額の計

算は，別表３及び４各記載のとおりとなる。さらに，上記「当該支払金

額の計算期間の日数」を本件各集計期間のうち本件各ホステスの実際の

出勤日数とした場合の通則法６７条１項の不納付加算税額の計算は，別

表１及び２各記載のとおりとなる。

３ 争点

本件の主要な争点は，次のとおりであり，これに関して摘示すべき当事者の

主張は，後記第３「争点に対する判断」において掲げたとおりである。

(1) 所得税法施行令３２２条の 当該支払金額の計算期間の日数 の意義 同「 」 （

条の「当該支払金額の計算期間の日数」は，本件各集計期間のうち本件各ホ

ステスの実際の出勤日数か，本件各集計期間の全日数か ）。

(2) 本件各ペナルティの控除の可否（本件各ホステスの報酬に係る源泉所得

税の課税対象金額は，本件各ホステスへの総支給額から所得税法２０５条２

号，同法施行令３２２条所定の控除額を控除した残額か，本件各ホステスへ

の総支給額から本件各ペナルティの額を控除した残額から同法２０５条２

号，同法施行令３２２条所定の控除額を控除した残額か ）。

第３ 争点に対する判断
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１ 争点(1)（所得税法施行令３２２条の「当該支払金額の計算期間の日数」の

意義）について

， 「 」(1) 被告らは 所得税法施行令３２２条の 当該支払金額の計算期間の日数

とは，本件における原告らとホステスとの契約内容，源泉徴収制度及び基礎

控除方式の趣旨及び目的，並びに，租税負担の適正及び公平の観点からすれ

ば，ホステス報酬の支払金額の計算の対象となった日の合計数（当該支払金

額の計算期間の出勤日数）たる本件各集計期間のうちの出勤日数と解すべき

である旨主張する。

他方，原告らは，一般に「期間」とはある時点からある時点までの継続し

た時の区分であるから，上記「当該支払金額の計算期間の日数」とは，当該

支払金額の計算の対象となる起算点から満了点までの継続した日数であっ

て，本件各ホステスの報酬の計算期間の日数は本件各集計期間の全日数であ

る旨反論するので，以下，この点につき検討する。

(2)ア 本件における原告らと本件各ホステスとの契約内容に基づく報酬の支

払態様については前記前提事実（第２の２）(2)のとおりであるところ，

これによれば，原告らは本件各ホステスに対して本件各集計期間毎に報酬

を支払っているが，本件各ホステスは入店当初に出勤可能な曜日として応

募申込書に記載した曜日について出勤すべき日として業務上の拘束を受け

るものではなく，各営業日の開店前までに，原告らとの間で電話等で各当

日の出勤について合意した営業日についてのみ業務上の拘束を受けること

とされており，当該業務上の拘束を受ける営業日における本件各ホステス

の勤務時間数を基に上記報酬の額が算定されているものである。

そして，原告らの経営する各パブクラブでは，以上を前提に，本件各ホ

ステスの客からの指名個数等を，出勤日毎に把握した上で本件各集計期間

毎に集計し，これをその期間内の出勤日数で除して求めた平均指名個数等

により１時間当たりの報酬額を決定した上で，本件各ホステスの勤務した
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時間数を，出勤日毎に把握して本件各集計期間ごとに集計し，これに上記

１時間当たりの報酬額を乗じて本件各ホステスの報酬の額を算出して支払

っているものであり，本件各ホステスに対する報酬の日払いも行われてい

るところである（乙１６ 。）

イ この点，原告らは，報酬の算定要素となるものは勤務時間数のみであっ

て，実際の出勤日ではない旨主張するが，上記のとおり本件各ホステスが

原告らとの間で業務上の拘束を受ける営業日について個別に事前の合意が

なされた上で契約に基づきホステス業務が行われる関係にある上，本件各

ホステスに対する報酬の額も出勤日毎の管理を基にして算定される契約が

締結されている以上は，単に勤務時間数のみを業務上の拘束日から切り離

して概念することはできないものというべきである。

(3)ア そこで，上記の本件各ホステスへの報酬支払形態を前提に，本件各ホ

「 」ステスに係る所得税法施行令３２２条の 当該支払金額の計算期間の日数

について考察する。

イ 所得税法施行令３２２条によれば，上記の「当該支払金額」とは「同一

人に対し１回に支払われる金額 であるところ その 計算期間 が 同」 ， 「 」 ，「

一人に対し１回に支払われる金額」の集計期間，すなわち，本件各集計期

間を指すのか 「同一人に対し１回に支払われる金額」の計算要素となっ，

た期間，すなわち，報酬の算定要素となる業務上の拘束を受ける日（業務

上の拘束を受けていたとしても，欠勤した場合には当該欠勤日における報

酬が支払われないこととされていた場合には，業務上の拘束を受ける日の

うちの実際の出勤日）を指すのかについては，上記「当該支払金額の計算

期間の日数」という形式的な文言だけからは，一見すると，判然としてい

ないようにもみえる。

ウ しかしながら，所得税法２０４条１項６号，２０５条２号を含む源泉徴

収制度の趣旨は，申告納税制度に対する特例制度たる一種の所得税の前払
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ないし予納制度として，税収の確保，徴税手続の簡便さや徴税費等の節約

を図るとともに，源泉徴収義務者に著しい煩わしさをかけることなく，源

泉納税義務者にとっても申告等の煩雑さを避けるという納税の便宜上の利

点にあるものと解される。

また，ホステス報酬に係る源泉徴収制度は，昭和４２年の税制改正によ

り新たに導入された制度であるが，これは，この種の報酬については収入

が固定的に発生するものではないので確定申告の際に一時に納税するより

は，収入があった都度一定の所得税を天引して納めておく方が納税しやす

くなるという事情等を考慮したことによるものであり，また，ホステス報

酬のうちには，少額なものがあったり，異常な経費がかさむものもあるの

で，一定の控除額を設け，その納税の実情に即するよう配慮されて，併せ

て基礎控除方式が採用されることとなったものである。

なお，ホステス報酬以前から源泉徴収制度が採用されていた外交員，集

金人等の特定の報酬等に係る源泉徴収については，上記昭和４２年の税制

改正前には，支払金額が一定限度以下である場合には源泉徴収を要しない

， ，こととするいわゆる免税点方式が採用されていたが この免税点方式では

報酬等の額が免税点を若干でも超えると全体の金額について１０パーセン

トの税率による源泉徴収が行われることとなり，還付の手数を省略しよう

とする免税点方式の本来の趣旨につき徹底を欠くきらいがあったため，上

記昭和４２年の税制改正により，基礎控除方式に改められているところで

ある。

エ このような観点からすれば，ホステス報酬に係る源泉徴収制度は，収入

があった都度一定の所得税を天引して納めておく方が納税しやすくなると

いう事情を背景に，源泉徴収義務者に著しい煩わしさをかけることなく源

泉納税義務者の申告等の煩雑さを避け，かつ，その納税の実情に即するよ

う配慮することによって還付の手数の省略を図ることをも念頭に置きつ
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つ，このような簡便な徴税手続の下で徴税費等の節約を図りながら税収を

確保するために設けられた制度であるということができる。

そうすると，かかる源泉徴収制度における基礎控除方式は，手続上の便

， ，宜と税収の確保の調整の観点から いずれ必要となる確定申告時において

還付又は不足分の納税という事務手続をする必要が出来る限り発生しない

ように，また，発生してもその調整額が低額となるように，源泉徴収の段

階で確定的な税額に近い額を源泉徴収税額として徴収するために設けられ

た制度であるということができる。

オ この点について，原告らは，基礎控除方式の趣旨を，源泉徴収制度の趣

旨から全く切り離して，不足分の納税よりも格段に手数のかかる還付とい

う事態が発生することを極力防止することのみにある旨主張する。

しかし，ここでの基礎控除方式はホステス報酬に係る源泉徴収制度の一

内容として設けられているものであって，両者を全く切り離して考察する

， ，ことができないことはもとより 基礎控除方式が設けられたことによって

源泉徴収制度の趣旨の一内容たる税収の確保の意義が全く失われたことに

もならないから，原告らの主張は採用できない。

カ 以上の観点から所得税法施行令３２２条の「当該支払金額の計算期間の

日数」の意義についてみると，ホステス等の個人事業者の場合，その課税

所得金額は，その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除し

た金額（所得税法２７条２項）であるから，源泉徴収においても 「同一，

人に対し１回に支払われる金額」から可能な限り実際の必要経費に近似す

る額を控除することが，ホステス報酬に係る源泉徴収制度における基礎控

除方式の趣旨に合致するというべきである。

そして，本件のように，報酬の算定要素となるのが業務上の拘束を受け

る日（本件においては，業務上の拘束を受けていたとしても，欠勤した場

合には当該欠勤日における報酬が支払われないこととなるので，実際の出
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勤日と同義である ）における勤務時間である場合には，当該拘束日（出。

勤日）についてのみ稼働に伴う必要経費が発生するととらえることが自然

であって，これによるのが，非拘束日（非出勤日）をも含めた本件各集計

期間の全日について必要経費が発生すると仮定した場合よりも，実際の必

要経費の額に近似することになるものと思われる。

よって，所得税法施行令３２２条の「当該支払金額の計算期間の日数」

とは 「同一人に対し１回に支払われる金額」の計算要素となった期間の，

日数を指すものというべきである。そして，本件事案における契約関係を

前提とした場合，本件各ホステスに係る所得税法施行令３２２条の「当該

支払金額の計算期間の日数」とは，本件各集計期間の日数ではなく，実際

の出勤日の日数であるということができる。

キ なお，被告らの主張には，所得税法施行令３２２条の「当該支払金額の

計算期間の日数」とは 「計算期間」を集計期間と同義であると理解しつ，

つ，当該支払金額の計算期間の出勤日数を指すものとも受け取れる部分が

存する。しかし，本件事案における報酬支払形態に照らして，結論として

出勤日数になることは上記カのとおりであるとしても，同条の「当該支払

金額の計算期間」が本件各集計期間に当たることを前提としている点につ

いては，これを肯定できない。

なぜならば，被告らの見解を前提とした場合には，同条の「 当該報酬（

又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第２８条

第１項に規定する給与等の支払をする場合には，当該金額から当該期間に

係る当該給与等の額を控除した金額 」にいう「当該期間」も本件各集計）

期間に当たることとなるが，これではホステス報酬から控除すべき金額が

必要以上に減額されてしまうことになって，妥当でないからである。

(4) 上記(3)のとおり，本件各ホステスに係る所得税法施行令３２２条の「当

」 ，「 」該支払金額の計算期間の日数 とは 同一人に対し１回に支払われる金額
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の計算要素となった期間の日数を指すものというべきであって，本件事案に

おける契約関係を前提とした場合，本件各集計期間の日数ではなく，実際の

出勤日の日数であるということができる。そして，この点に関して，原告ら

は，様々な角度から主張をしているので，更に検討を加えることとする。

ア まず，原告らは 「期間」という文言の一般的な意義が「ある時点から，

ある時点までの継続した時の区分」であることを根拠に，所得税法施行令

３２２条の「当該支払金額の計算期間の日数」とは本件各集計期間の全日

数である旨主張する。

，「 」 ，しかし 期間 の一般的な意義が原告ら主張のとおりであるとしても

本件のように，報酬の算定要素となる業務上の拘束日（出勤日）が必ずし

も一連の継続した日でない場合にも，当該計算期間を拘束日（出勤日）と

拘束日（出勤日）に挟まれた非拘束日（非出勤日）をも含めた一繋がりの

全日と解することは，前記(3)エ及びカのホステス報酬に係る基礎控除方

， 。 ， ，式の源泉徴収制度の趣旨に反し 妥当ではない むしろ 本件においては

報酬の算定要素となる業務上の拘束日（出勤日）がそれぞれ隔離した日と

なり得ることが契約上想定される以上，そのそれぞれが「計算期間」に当

たると解することもでき，これによれば，本件各集計期間内における業務

（ ） 「 」 ，上の拘束日 出勤日 の総数が 計算期間の日数 に当たることとなって

上記の趣旨に合致する。

イ また，原告らは，労働基準法（昭和２２年法律第４９号）１０８条の賃

金台帳の必要的記載事項として，労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省

令第２３号）５４条１項が，本件各集計期間に相当する「賃金計算期間」

と実際の出勤日数に相当する「労働日数」とを各別に規定している以上，

同じく計算期間との文言を使用する所得税法施行令３２２条の「当該支払

金額の計算期間」も労働基準法施行規則５４条１項の「賃金計算期間」と

同義であると解すべきである旨主張する。
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しかし，労働基準法１０８条が賃金台帳の調製を定めている趣旨は，国

の労働基準監督機関が各事業場の労働者の労働条件を随時把握することが

できるようにするとともに，労働の実績と支払賃金との関係を明確に記録

することによって，使用者のみならず労働者にも労働とその対価である賃

金に対する認識を深めさせることにある。このように，ホステス報酬に係

る源泉所得税額の計算において，支払金額から控除する金額を算出するた

めの所得税法施行令３２２条の「当該支払金額の計算期間」とは，その趣

旨が異なる以上，それぞれの文言の一部に「計算期間」という共通した用

語が用いられているからといって，両者の意義が同一であると解さなけれ

ばならないことにはならないから，原告らの上記主張は採用できない。

ウ さらに，原告らは，国税庁又は国税局の職員が編者となった書物（甲１

９，２０）において，所得税法施行令３２２条の「当該支払金額の計算期

間の日数」とはホステスの稼働日数にかかわらず，店の休日を除いた営業

日数を指す旨記載されていることからすれば，課税当局も原告らの見解を

採用していることになる旨も主張する。

しかし，上記書物は，国税庁又は国税局の職員が，あくまでも読者の源

泉徴収事務の参考に供するために，当該職員の個人的見解を掲載して作成

したものにすぎず，国税庁又は国税局が，納税者一般に対し，課税当局の

見解を示したものとはいえないから，原告らの上記主張はその前提を欠く

ものといわざるを得ない。また，上記書物の記載内容を見ても 「一般的，

な場合の控除額の計算方法 （甲１９）とか「一般的には （甲２０）など」 」

として紹介されているものにすぎず，この「一般的」な場合とは，ホステ

スが，バー等の店舗の営業日の全日数について勤務することを前提として

いるとも解され，また少なくとも，必ずしも本件各ホステスに対する報酬

の支払形態を前提としているとはいえない点において，前記(3)カのとお

り解釈することの妨げとなるものとはいえない。
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エ 加えて，原告らは，所得税法施行令３０８条２項の「給与等の計算の基

礎となつた日数で除して計算した金額」の意義について定める所得税基本

通達１８５－４は，これを「あらかじめ定められた支給期が到来するごと

に支払う給与等については，その給与等に係る計算期間の日数（当該計算

期間中における実際のか働日数のいかんを問わない 」と規定しており，。）

「給与等の計算の基礎となつた日数」ですら実際の出勤日に限られないの

であるから，まして同令３２２条の「当該支払金額の計算期間の日数」で

あればより稼働日数からは離れた規定振りであるからなおさらである旨主

張する。

， ，しかし 上記通達は所得税法２０５条２号の規定に関するものではなく

同法２８条１項に規定する給与等に関するものであり，支給期が到来する

毎に支払う給与等の日割額を計算する際には，一般に雇用契約においては

労働基準法所定の休日等を含めた一定期間の就労の対価として，実際の稼

働日数にかかわらず，給与等を支給しているものであって，稼働日数と給

与等との連結性が一般的に希薄であるために，支給期間の全日数によって

除することとしたものにすぎない。また 「その給与等に係る計算期間の，

日数」で除するとの通達の規定文言だけでは，上記連結性が一般的に希薄

であるが故に，日数に疑義が生じかねないことから，支給期間の全日数に

よることを明確にすべく，括弧書きで「当該計算期間中における実際のか

。」 。 ，働日数のいかんを問わない 旨が明記されたものと考えられる さらに

同通達は，続けて 「あらかじめ雇用契約の期間が定められている場合に，

おいて当該期間の終了により支払う給与等」の場合についても同様の定義

規定を設けた上で，これら以外の給与等については「その支払う給与等の

計算の基礎となった実際のか働日数」で除する旨規定しており，上記連結

性が一般的に希薄である雇用契約の場合には全日数とし，連結性が明確な

雇用契約の場合には実際のか働日数で除することを明らかにしているとこ
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ろである。したがって，所得税法施行令３０８条２項及びこれに関する上

記通達は，本件事案に係る同令３２２条とは規定の趣旨を異にすることに

なるから，原告らの上記主張は，前記(3)カのとおり解釈することに影響

を与えるものではないというべきである。

(5) 以上によれば，本件各ペナルティの控除の可否にかかわらず，第１事件

各ホステスに係る源泉所得税について第１事件原告が納付すべき税額は，別

表５又は６各記載のとおりとなり，第１事件各納税告知処分に係る源泉所得

税額（別表１）と同一か又はこれを超えることになり，また，第２事件各ホ

ステスに係る源泉所得税について第２事件原告が納付すべき税額は，別表７

又は８各記載のとおりとなり，第２事件各納税告知処分のうち平成１２年５

月分から８月分まで，同年１０月分から１２月分まで，平成１３年２月分，

同年３月分，同年６月分，同年９月分から平成１４年４月分まで，同年６月

分，及び，同年８月分から１２月分までにつき，これらに係る源泉所得税額

（別表２）と同一か又はこれを超えることになるから，上記各処分は適法で

あり，これを前提とした第１事件各不納付加算税賦課決定処分，及び，第２

事件各不納付加算税賦課決定処分のうち上記各月分の各納税告知処分に対応

した分も適法ということができる。

２ 争点(2)（本件各ペナルティの控除の可否）について

(1) そこで，進んで，本件各ペナルティの控除が認められることによって，

第２事件各納税告知処分のうち平成１２年４月分，同年９月分，平成１３年

１月分，同年４月分，同年５月分，同年７月分，同年８月分，平成１４年５

月分，及び，同年７月分に係る源泉所得税額が，これらに係る適正な源泉所

得税額を上回る可能性があるので，その適法性について判断するために，争

点(2)（本件各ペナルティの控除の可否）について検討する。

(2) 前記前提事実(2)エ(ウ)ｂのとおり，本件各ペナルティとは本件各ホステ

スが欠勤，遅刻等をした場合の「罰金」であるとされている。
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， （ ） ， ，そして 証拠 乙１６ 及び弁論の全趣旨によれば 本件各ペナルティは

具体的には，遅刻・早退の場合は１５分を１単位として５００円，当日欠勤

の場合は連絡の時間帯により５０００円，８０００円又は１万５０００円，

無断欠勤の場合は１万５０００円などというように，本件各ホステスが一定

の契約違反をした場合に，一定額の「罰金」が科されるものとされているこ

とが認められる。

(3) この点に関して，第２事件原告は，本件各ペナルティは当該違約が発生

した日の報酬を限度に報酬から減算されるにすぎず，報酬の多寡にかかわら

ず報酬とは別個に約定額の違約金全額が発生するわけではないから，報酬算

定の際の減額要素にすぎない旨主張する。

しかし，これを認めるに足りる証拠はないばかりか，第２事件原告の主張

を前提としたのでは，そもそもペナルティが発生するはずの欠勤時には報酬

が発生しない以上，およそ減算要素を規定する意味はなくなることになり，

本件各ペナルティを科すことができないという矛盾が生じることになる。ま

た，証拠（乙８の１ないし８の４，１７の１ないし１７の４，２１の１及び

２１の２）及び弁論の全趣旨によれば，第２事件原告が第２事件各ホステス

に報酬を支払う際に作成したホステス別の報酬支払明細書には，その上段欄

に，ホステス報酬の額の算定根拠となる「時給 「出勤日数 「勤務時間」， 」，

数 「平均個数 「基本給 「手当」及びそれらの合計である「総支給額」」， 」， 」，

の各項目が，また，下段欄に 「税，厚生費 「ペナルティ 「寮費 「水， 」， 」， 」，

道光熱費 「スーツ 「日払い 「送り代 「その他」及びそれらの合計」， 」， 」， 」，

「 」 ， ， ，である 控除合計 の各項目が それぞれ記載されており 第２事件原告は

上記上段欄の 総支給額 から下段欄の 控除合計 を差し引いた残額を 差「 」 「 」 「

引支給額」として第２事件各ホステスに支払っていることが認められる。第

２事件原告も，第２事件各ペナルティを 「税，厚生費」等と並ぶ，ホステ，

ス報酬の総支給額から控除する「控除合計」として構成している。したがっ
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て，第２事件原告が，本件各ペナルティを本件各ホステスの報酬算定の際の

減額要素と認識してはいなかったことは明らかである。さらに，証拠（乙１

７の１ないし１７の４）及び弁論の全趣旨によれば，第２事件原告は，第２

事件各ホステスのうち 「総支給額」から「ペナルティ」を控除した「差引，

」 ， 「 ， 」支給額 がマイナスとなるホステスについても 約定に従った 税 厚生費

として総支給額の１１パーセント（乙１６）を控除していることが認められ

る。このように「ペナルティ」の有無にかかわらず，第２事件原告が「総支

給額」に対する源泉所得税額相当分をホステスから預り金として控除してい

ることからしても，第２事件各ペナルティは，報酬算定の際の減額要素では

なく，契約違反の場合に定額で科される「罰金 （違約金）であることが明」

らかである。よって，上記第２事件原告の上記主張を採用することはできな

い。

(4) そうすると，第２事件各ペナルティは，第２事件原告と第２事件各ホス

テスとの間で定められた違約金にすぎないというべきであるから，その性質

にかんがみれば，第２事件各ホステスの事業所得の計算上，必要経費となる

べきものではあっても，これを第２事件各ホステスの報酬算定の際の減算要

素であると解することはできないものといわざるを得ない。

よって，第２事件各ホステスの報酬に係る源泉所得税額を計算するに当た

っては，第２事件各ペナルティの額を第２事件各ホステスの報酬の総支給額

から控除することはできないこととなる。

(5) 以上によれば，第２事件各ホステスに係る源泉所得税について第２事件

原告が納付すべき税額は，別表７記載のとおりとなり，第２事件各納税告知

， ， ， ，処分のうち平成１２年４月分 同年９月分 平成１３年１月分 同年４月分

同年５月分，同年７月分，同年８月分，平成１４年５月分，及び，同年７月

分につき，これらに係る源泉所得税額（別表２）を超えることになるから，

上記各処分は適法であり，これを前提とした第２事件各不納付加算税賦課決
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定処分のうち上記各月分の各納税告知処分に対応した分も適法ということが

できる。

３ 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告らの本訴各請

求はいずれも理由がない。

東京地方裁判所民事第２部

裁判長裁判官 大 門 匡

裁判官 関 口 剛 弘

裁判官 菊 池 章


